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公認会計士・税理士　溝端浩人
税理士　松本栄喜第22回 会社が社長所有の建物を無償で借りたら？
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　私は、甲社を経営している社長です。事業の拡大のため、私が所有している建物を会社に賃貸することを検討していま

す。特に家賃をもらう必要はないのですが、何か問題がありますか？

　社長の個人所有の建物を会社に無償で賃貸したとしても、会社にも社長個人にも税務上特別な課税関係は生じません。

　逆に高い家賃で会社に賃貸した場合には、会社が支払った家賃と「通常の家賃」との差額部分は役員に対する給与とみ

なされ、給与所得課税が生じます。

社長の個人所有の建物を会社に賃貸する場合の課税関係

　社長の個人所有の建物を「通常の家賃」以下で会社に賃貸する場合（❶、❷、❸の場合）には、会社にも社長個人にも特別な課税関係

は生じません。

　ただし、「通常の家賃」より高い家賃で会社に賃貸する場合（❹の場合）には、支払った家賃と「通常の家賃」との差額が給与所得と

なり、会社は源泉徴収義務を負うことになります。

　なお、家賃のように継続的に供与される経済的な利益の額が毎月概ね一定であれば、不相当に高額でない限り、通常は定期同額の役員

給与として損金に算入されます。

特定社会保険労務士　佐竹康男働き方改革関連法の概要とポイント
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さ たけ やす お

1 残業（時間外労働）の上限規制 違反した企業には刑事罰もある

　残業の上限規制、同一労働同一賃金の実現などを柱とする働き方改革関連法が2018年６月29日に成立し、2019年４月から随時施行されます。
　労働基準法等の労働法が改正され、時間外・休日労働協定（三六協定）の見直しや就業規則の改定が必要になります。

　これまでは、三六協定を結べば、事実上無制限に残業することも可能となっていましたが、改正法では残業の上限を法律で規定し、原則として
月45時間、年360時間が上限となります。業務量の大幅な増加等により臨時的な事情がある場合でも、年720時間以内等の上限が設けられます。こ
の上限に違反した使用者は、刑事罰（６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が科せられることもあります。
　この改正は2019年４月１日（中小企業(＊)は2020年４月１日、自動車運転業務、建設業、医師の業務は2024年４月１日）から施行されます。
（＊）中小企業とは、資本金の額等が３億円（小売、サ－ビス業5,000万円、卸売業１億円）以下及び常時使用する労働者が300人（小売業50人、サ－ビス、卸売業100人）以下の企業をいう。

　2019年4月１日からの実施に向けて、三六協定の見直しが必要になりますが、三六協定では労使の合意に基づき、法定労働時間を超えて労働す
ることができる時間（１日、１月及び１年間の延長時間）を定めます。三六協定で定める延長時間の範囲内であれば適法ですが、三六協定で定め
た延長時間を超えて時間外労働をさせた場合は労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
　また、現行の「時間外労働」には「休日労働時間数」を含みませんが、改正後は上記表中の②③の時間の判定には「休日労働時間数」を含めます。

2 ５日間の「年次有給休暇取得」の義務化 使用者による時季の指定

　使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年５日の年次有給休暇を時季を指定して与えなければならなくなりました。
　この改正は、企業規模にかかわらず2019年４月から施行されます。

　使用者が労働者の希望を聴いたうえで、時季を指定することになります。ただし、労働者が自主的に時季を指定した分及び会社の労使協定に基
づく計画的付与により取得した分の年次有給休暇の日数分については、指定の必要はありません。例えば、労働者が自ら５日取得した場合、使用
者の時季指定は不要です。

3 同一労働同一賃金の実現 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消

　正社員と短時間・有期雇用労働者などの非正規社員との不合理な待遇が禁止されます。
　同一の企業内において、正社員と非正規社員の業務内容、勤続年数及び責任の範囲などに違いがないのであれば、基本給、諸手当、昇給、賞与
の支給は同額でなければなりません。賃金に差をつける場合は、業務への貢献度など合理的な理由が必要となります。
　また、同一労働同一賃金が原則となることを踏まえて、短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内
容・理由等に関する説明が義務付けられました。
　この改正は2020年４月（中小企業は2021年４月）から施行されます。

　「正社員」と「非正規社員」間において異なる就業規則が適用され、基本給の水準や諸手当の種類なども異なっている企業の場合は、法改正の
施行期日までに就業規則を改定して、同一労働同一賃金を実現させなければなりません。2018年の秋以降にガイドラインが策定される予定です。

4 その他の主な改正事項（いずれも施行は企業規模にかかわらず2019年４月から）
⑴　高度プロフェッショナル制度の創設（職務の範囲が明確で一定の収入を有する労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要
件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金の規定を除外）
⑵　勤務間インターバル制度（前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定以上の休息時間を確保すること）の普及努力
⑶　フレックスタイム制の弾力的運用（１か月単位から３か月単位へ）
⑷　事業者から、従業員の健康管理に必要な情報の産業医への提供義務

〈時間外労働の上限となる時間〉

時間外労働の上限
（三六協定が必要）

法定労働時間

例 外

原 則

①　１年720時間以内
②　１か月100時間未満（休日労働を含む）
③　２か月から６か月平均で80時間以内（休日労働を含む）
④　原則である月45時間の時間外労働を上回る回数は、年６回まで

１か月45時間以内、１年360時間以内

１週40時間以内、１日８時間以内

相続発生の場合 ～社長が所有する不動産の相続税評価額～

　社長個人が所有している不動産を会社に有償で賃貸し、一定の要件を満たす場合には、小規模宅地等の特例（通常の評価額か

ら80％を減額）により相続税評価額を減額することができます。

（注）無償又は家賃が少額(固定資産税程度)の場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。

＊１　社長が会社から受け取る家賃が少額であっても、確定申告の免除規定※は適用されませんので、確定申告が必要となります。
※ 給与の支払いを1か所のみから受けている場合で、給与以外の所得の合計が20万円以下のときは確定申告が不要とされる制度

＊2　役員給与のうち不相当に高額な部分は損金不算入となります。

会社（借主) 社長（貸主)＊１

特別な課税関係は生じません。
地代家賃 300万円 /受 贈 益 300万円

─

特別な課税関係は生じません。
地代家賃 200万円 /現 預 金 200万円
地代家賃 100万円 /受 贈 益 100万円

受け取った金額（200万円）が受取賃
貸料として不動産所得の総収入金額に
算入されます。

例 「通常の家賃」を年額300万円とする場合

❶　無償の場合

❷　「通常の家賃」より低
い場合（例：200万円）

特別な課税関係は生じません。
地代家賃 300万円 /現 預 金 300万円

受け取った金額（300万円）が受取賃
貸料として不動産所得の総収入金額に
算入されます。

❸　「通常の家賃」の場合
（例：300万円）

支払った家賃と「通常の家賃」との差
額は、役員給与＊2となり、源泉徴収
が必要となります。
地代家賃 300万円 /現 預 金 300万円
役員給与 300万円 /現 預 金 300万円

「通常の家賃」（300万円）が受取賃貸
料として不動産所得の総収入金額に算
入され、「通常の家賃」を超える部分
（300万円）は給与課税を受けます。

❹　「通常の家賃」より高
い場合（例：600万円）

原　則

労働者 使用者

取得時季を指定

何月何日に
休みます

新　設

労働者 使用者

取得時季を指定

何月何日に
休んでください


